
 

JABA クラブ入会のご案内 

 

公益財団法人日本野球連盟 

 

【ごあいさつ】 

常日頃より日本野球連盟並びに社会人野球を応援いただき誠にありがとうございます。 

日本野球連盟では、社会人野球ファンの皆様との新しいネットワークを確立するため、

JABA クラブを発足させ、現在、新規会員を募集致しております。 

著しく進歩している情報化社会にあって社会人野球においてもインターネット上に公式 

ホームページを開設し、独自の情報提供とファンの方々からの声を直接集めて、運営に反

映させることに努めております。中でも「社会人野球の試合はいつ、どこで行われるのか。

どんな選手がいるのか。もっと社会人野球を知りたい。」といった声が特に多く、ＪＡＢＡ

クラブは、ファンの皆様の要望に応えることからスタートしていくこととしています。 

本連盟といたしましては、本会の発足とその主旨を社会人野球ファンの皆様に受け入れて

いただき、なおかつ、ご入会いただいた会員の皆様にご満足いただけるようなサービスの

提供を目指して発展させていく所存でございます。何卒、ご理解を賜り多くの方々にご賛

同をいただきますようお願い申し上げます。 

 

【JABA クラブの会員になると】 

①月 1 回発行する会報誌「ＪＡＢＡニュース」及び「社会人野球大会日程表」で、社会人

野球に関する様々な情報を入手できます。 

②会員証の提示により、日本野球連盟又は各地区連盟、都道府県野球連盟が主催･協賛する   

 各社会人野球大会が、会員（割引）料金で入場できます。 

 

【年会費】 

年会費 ２,000 円≪有効期限は４月１日から３月３１日の１年間≫ 

◎お振込の確認ができましたら、会員証を発行・発送致します。 

（発送にはお振込頂いた日より 1 ヶ月ほどかかる場合があります。ご了承ください。） 

 

【申込み方法】 

ＪＡＢＡクラブ入会規約をご確認の上、以下【納入方法】いずれかでお手続き下さい。 

 

【納入方法】◎初年度分は１又は２の納入方法で入金願います。 

 ※また、翌年度以降の更新手続きには、預金口座自動振替またはコンビニエンスストア 

でのご入金をご利用下さい。 

 

１．コンビニエンスストアでのご入金 

《入会申込書》をお送り頂き、後日コンビニエンスストアにてお支払いできる用紙を

お送りいたします。 

２．銀行振込 

  《入会申込書》をお送り頂き、下記指定口座へお振込下さい。 

        三菱ＵＦＪ銀行 神保町支店 普通 1048285 

       公益財団法人 日本野球連盟 会長 清野 智（せいの さとし） 

３．預金口座自動振替ご希望の場合 

（更新者限定で『預金口座振替依頼書』を１０月１０日までにお申込みいただいた方は、

１２月中旬にご指定の口座から引落をさせていただきます。） 

 

【お問合わせ】 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー内 

     公益財団法人 日本野球連盟 事務局 

          電話番号 03-3213-6776 

          FAX   03-3201-0707 

                         E-mail  baseball@jaba.or.jp 
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ご参考 

公益財団法人 日本野球連盟寄附行為 

第１章 総   則 

（名 称） 

第 １ 条     この法人は、公益財団法人日本野球連盟といい、外国に対しては、Japan 

  Amateur Baseball Association（J．A．B．A）という。 

（事務所） 

第 ２ 条     この法人は、事務所を東京都千代田区丸の内１丁目７番１２号（サピアタワー内） 
に置く。 

第２章 目的及び事業 

（目 的） 

第 ３ 条     この法人は、野球競技の普及振興を図り、もって国民の心身の健全な 

  発達に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第 ４ 条     この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 野球競技の普及及び調査研究 

（2）野球競技に関する講習会の開催並びに指導者、審判員及び記録員等の養成 

（3）野球競技に関する全国規模の各種国内大会の開催 

（4）野球競技に関する各種国際大会、国際親善試合及び国際会議の開催並びに 

  これに対する代表参加者の選考及び派遣 

（5）野球競技者の競技力向上の推進 

（6）野球競技に関する競技規則の制定 

（7）野球競技の競技施設、用器具等の指導及び公認 

（8）公益財団法人日本体育協会及び全日本野球協会への加盟並びにそれらの事業への協力 

（9）全日本野球協会を通じた世界野球ソフトボール連盟、アジア野球連盟及び公益財団法人 

日本オリンピック委員会の事業への協力 

（10）野球競技に関する刊行物の発行 

（11）諸外国における野球競技の普及振興に関する協力援助 

（12）その他目的を達成するために必要な事業 

 

 

 

【JABA クラブ会員規則】 

１．公益財団法人日本野球連盟一般賛助会制度（JABA クラブ）は、野球競技の普及、 

発展に寄与したいと考える個人が、一定の会費を納めることによって会員資格を得、 

同時に会員特典を受けることができる任意の団体である。 

２． 本会の会員になるためには、年会費 2,000 円を前納することとする。 

入金が確認された時点で会員証を発行する。 

３．会員に対しては、毎月一回の会員専用誌（JABA ニュース）を発行する。また、日本野 

  球連盟が主催･協賛する各社会人野球大会への割引入場等ができる。割引入場の割引率 

  等については、毎月会員専用誌で事前告知する。また、割引の適用を受けるためには、 

  会員本人が入場券購入窓口で会員証を提示することを原則とする。 

４．会員専用誌の送付、会員特典などは、会員証に記載されている会員本人のみについて 

  有効となる。会員証を他人に貸与、譲渡すること、会員以外が会員証を使用すること 

  などはすべて禁じ、これを行なった場合は、故意であるか否かに関わらず会員資格を 

  停止するものとする。事務局が不正と認めた時も同様とする。その場合、年会費などは 

返却しない。 

５．本会を自らの意志において退会する場合には、事務局へ連絡の上、所定の手続きを取 

  ること。ただし、退会の時期に関わらず、前納した年会費は一切返却しない。 

６． 本会員証により大会会場の関係者専用エリアに立ち入ること、取材活動などを行なう 

  こと、また営利目的の活動を行なうことはできない。 

７．会員証を紛失した場合は、一定の手続きと再発行料を負担した上で、再交付を受ける 

  ことができる。 

８．この規則は、２０１６年１月１日より施行する。 

 


